
東 川 町 農 業 協 同 組 合  
ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア コ ミ ュ ニ テ ィ ガ イ ド ラ イ ン  

 
１ ． 東 川 町 農 業 協 同 組 合 （ 以 下 、 本 組 合 ） の ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア と の 関 わ り   
（ １ ） 本 組 合 が 運 営 す る ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア サ ー ビ ス （ Facebook、 YouＴ

ube等 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し て 情 報 を 発 信 し 相 互 に や り と り が で き
る 双 方 向 メ デ ィ ア 。 今 後 新 た に 本 組 合 が 取 り 組 む も の も 含 む ） に 対 し
て 、 皆 様 か ら の コ メ ン ト 写 真 、 動 画 、 リ ン ク そ の 他 の コ ン テ ン ツ （ 以
下 、 ユ ー ザ ー コ ン テ ン ツ ） の 投 稿 を 歓 迎 い た し ま す 。   

（ ２ ） 本 組 合 で は 該 当 サ ー ビ ス に お い て 、 職 員 個 々 が 自 主 的 に 参 加 し 意 見 を
述 べ る こ と が あ り ま す が 、 本 組 合 の 公 式 見 解 を 表 明 し て い る も の で は
あ り ま せ ん の で 、 予 め ご 理 解 願 い ま す 。   

（ ３ ） 利 用 者 に よ っ て 投 稿 さ れ た ユ ー ザ ー コ ン テ ン ツ は 、 本 組 合 と そ の 職 員
や 関 係 者 等 の 意 見 、 思 想 を 反 映 し て い る わ け で は あ り ま せ ん 。   

（ ４ ） ソ ー シ ャ ル メ デ ィ ア に 対 し て い た だ い た 利 用 者 か ら の 投 稿 ・ コ メ ン ト
に つ い て は 、 す べ て に 返 信 す る わ け で は あ り ま せ ん 。   

 
２ ． ガ イ ド ラ イ ン の 適 用 範 囲 お よ び 変 更   
（ １ ） ガ イ ド ラ イ ン は 本 サ ー ビ ス の 提 供 及 び そ の 利 用 に 関 し 、 本 組 合 お よ び

利 用 者 （ 本 ガ イ ド ラ イ ン ３ 条 で 定 義 し ま す ） に 適 用 さ れ る も の と し ま
す 。   

（ ２ ） 本 組 合 は 、 利 用 者 の 事 前 承 諾 及 び 事 前 通 知 す る こ と な く 、 ガ イ ド ラ イ
ン を 変 更 で き る も の と し ま す 。 変 更 後 の ガ イ ド ラ イ ン は 、 本 サ ー ビ ス
の Webサ イ ト 上 に 表 示 し た 時 点 よ り 、 効 力 を 生 じ る も の と し ま す 。   

（ ３ ） 「 利 用 者 」 と は 、 本 サ ー ビ ス を 閲 覧 、 利 用 を 行 っ た 方 を い い ま す 。 ま
た 、 本 サ ー ビ ス を 利 用 し た 場 合 は 、 本 規 約 に 同 意 し た も の と み な さ れ
ま す 。   

 
３ ． 利 用 者 の 基 本 情 報 へ の ア ク セ ス   
（ １ ） 名 前 、 プ ロ フ ィ ー ル 写 真 、 年 齢 、 性 別 、 ネ ッ ト ワ ー ク 、 ユ ー ザ ー ID、

友 達 リ ス ト 、 居 住 エ リ ア な ど の す べ て の ユ ー ザ ー に 公 開 し て い る 情 報
へ の ア ク セ ス を 許 可 し 、 続 行 さ れ た 場 合 、 本 サ ー ビ ス の プ ラ イ バ シ ー
ポ リ シ ー （ ９ 条 で 定 義 し ま す ） に 同 意 し た こ と に な り ま す 。   

 
４ ． 免 責 事 項   
（ １ ） 本 サ ー ビ ス は 表 示 さ れ る 各 種 提 供 情 報 の 正 確 性 や 妥 当 性 に つ い て 、 一

切 の 保 証 を し ま せ ん 。 ま た 、 本 組 合 は 、 本 サ ー ビ ス に 表 示 さ れ る 提 供
情 報 、 表 示 の 変 更 ・ 更 新 等 に 関 連 し て 、 利 用 者 に 生 じ た 一 切 の 損 害 、



ト ラ ブ ル に 関 し て い か な る 責 任 も 負 い ま せ ん 。   
（ ２ ） 本 サ ー ビ ス を 利 用 さ れ た こ と 、 も し く は 何 ら か の 理 由 で 利 用 す る こ と

が で き な か っ た こ と に よ っ て 、 生 じ る 利 用 者 の 損 害 に つ い て 、 本 組 合
は 何 ら 責 任 を 負 う も の で は あ り ま せ ん 。   

（ ３ ） 投 稿 等 に つ い て 、 リ ン ク が 含 ま れ る 場 合 が あ り ま す 。 こ の 場 合 、 リ ン
ク 先 の 規 約 に 基 づ き 、 利 用 者 の 判 断 に よ り 個 人 情 報 の 登 録 を 行 う も の
と し ま す 。 リ ン ク 先 で の 個 人 情 報 登 録 に 基 づ く あ ら ゆ る ト ラ ブ ル に 対
し 、 本 組 合 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。   

（ ４ ） 本 組 合 は 、 利 用 者 に よ り 投 稿 さ れ た コ ン テ ン ツ に つ い て 一 切 の 責 任 を
負 い ま せ ん 。 利 用 者 は 、 本 サ ー ビ ス に 投 稿 す る に あ た り 、 一 切 の コ ン
テ ン ツ は そ れ ぞ れ の 著 作 権 、 商 標 権 等 、 法 律 に よ っ て 保 護 さ れ て い る
こ と を 確 認 し た 上 で 投 稿 す る こ と と し ま す 。   

（ ５ ） 利 用 者 が 本 サ ー ビ ス を ご 利 用 に な る こ と に よ り 、 他 の 利 用 者 ま た は 第
三 者 に 対 し て 損 害 な ど を 与 え た 場 合 に は 、 当 該 利 用 者 は 自 己 の 責 任 と
費 用 に お い て 解 決 し 、 本 組 合 は 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。   

（ ６ ） そ の 他 本 サ ー ビ ス に 関 連 す る 事 項 に よ っ て 生 じ た 全 て の 損 害 に つ い
て 、 本 組 合 は 一 切 責 任 を 負 い ま せ ん 。   

 
５ ． 利 用 上 の 遵 守 事 項   
（ １ ） 利 用 者 は 、 該 当 サ ー ビ ス の 利 用 に 際 し て 以 下 の 行 為 は し て は な ら な い

も の と し ま す 。 発 見 し た 場 合 は 、 速 や か に 本 条 第 ２ 項 の 対 応 を と り ま
す 。   

１ ） 誹 謗 中 傷 、 公 序 良 俗 ま た は 法 令 に 反 し 、 ま た は そ の お そ れ の あ る 行 為   
２ ） 犯 罪 行 為 に 結 び つ き 、 ま た そ の お そ れ の あ る 行 為   
３ ） 他 の 利 用 者 、 第 三 者 も し く は 本 組 合 に 対 し て 迷 惑 、 不 利 益 も し く は 商 標

権 、 著 作 権 、 プ ラ イ バ シ ー の 損 害 等 を 与 え る 行 為 、 ま た は そ れ ら の 恐
れ の あ る 行 為   

４ ） 政 治 や 宗 教 、 思 想 、 デ マ な ど 、 特 定 の 個 人 へ の 侮 辱 、 猥 せ つ な 内 容 、 本
組 合 、 Ｊ Ａ グ ル ー プ 北 海 道 に 対 す る 不 利 益 が 発 生 す る 発 言 や 行 為   

５ ） 該 当 サ ー ビ ス や 本 組 合 が 提 供 す る 情 報 を 営 利 目 的 に 使 用 、 ま た は 、 自 分
や 第 三 者 の た め の 営 利 目 的 の 書 き 込 み や Ｕ Ｒ Ｌ の 掲 載 す る 行 為 。   

６ ） ソ ー シ ャ ル デ ィ ア サ ー ビ ス 運 営 者 が 定 め る 利 用 規 約 に 反 し て い る と 判 断
さ れ た 内 容 及 び 、 運 営 者 が 定 め る 不 正 行 為 に 該 当 す る 行 為   

７ ） 本 人 の 承 諾 な く 個 人 情 報 を 特 定 や 漏 洩 す る 行 為 、 ま た は 自 身 の プ ラ イ ベ
ー ト な 情 報 （ ご 自 分 や 他 の 方 の メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 、 住 所 な
ど ） を 掲 載 す る 行 為 。   

※ 万 が 一 、 当 該 個 人 情 報 を 投 稿 し た 場 合 、 本 組 合 は 速 や か に 削 除 致 し ま す 。   
８ ） 有 害 な コ ン ピ ュ ー タ ー プ ロ グ ラ ム 、 ス パ ム 行 為 の 拡 散 や 配 布 等 を 行 う 行



為 。   
９ ） そ の 他 該 当 サ ー ビ ス に お い て 不 適 切 で あ る と 本 組 合 が 判 断 す る 行 為   
（ ２ ） 本 組 合 は 当 該 利 用 者 に 対 し て 、 事 前 に 何 ら 通 知 す る こ と な く 利 用 者 が

サ イ ト 上 に 掲 載 し た 内 容 等 の 削 除 、 ア カ ウ ン ト の ブ ロ ッ ク 、 そ の 他 の
必 要 な 措 置 を と る こ と が で き る も の と し ま す 。 ま た 、 法 令 上 の 根 拠 に
基 づ き 官 公 庁 、 公 的 機 関 か ら 削 除 す る よ う 命 令 を 受 け た も の を 削 除 致
し ま す 。   

 
６ ． 損 害 賠 償 責 任   
（ １ ） 利 用 者 の 行 為 に よ り に 本 組 合 に 損 害 が 生 じ た 場 合 、 運 営 者 は 当 該 利 用

者 に 対 し て そ の 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き ま す 。   
（ ２ ） 本 条 の 規 程 に 違 反 し て 権 利 者 あ る い は 第 三 者 等 と の 間 で 問 題 が 生 じ た

場 合 、 利 用 者 は 自 己 の 責 任 と 費 用 に お い て 問 題 を 解 決 す る と と も に 、
本 組 合 に 何 の 迷 惑 ま た は 損 害 を 与 え な い も の と し ま す 。   

 
７ ． 知 的 所 有 権 並 び に 著 作 権   
（ １ ） 本 サ ー ビ ス に 表 示 さ れ る 情 報 の 著 作 権 お よ び そ の 他 一 切 の 知 的 財 産 権

（ 著 作 権 ・ 意 匠 権 ・ 特 許 権 ・ 実 用 新 案 権 ・ 商 標 権 ・ ノ ウ ハ ウ が 含 ま れ
る が こ れ に 限 定 さ れ な い ） は 個 別 に 特 段 の 明 示 が な い 限 り 、 本 組 合 に
帰 属 し ま す 。   

（ ２ ） 利 用 者 は 、 権 利 者 の 許 諾 を 得 な い で 、 本 サ ー ビ ス を 通 じ て 提 供 さ れ る
い か な る 情 報 に つ い て も 、 著 作 権 法 で 認 め ら れ る 利 用 者 個 人 の 私 的 複
製 な ど 著 作 権 に よ る 制 約 を 受 け な い 範 囲 を 超 え て の 使 用 を す る こ と は
で き ま せ ん 。 ま た 、 営 利 目 的 の た め の 使 用 は 一 切 禁 止 し て い ま す 。   

 
８ ． プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー   

利 用 者 か ら 個 人 情 報 を 取 得 す る 場 合 に は 、 本 組 合 の 個 人 情 報 保 護 方 針 お よ
び 個 人 情 報 取 扱 規 程 等 に 基 づ い て 、 適 切 に 管 理 い た し ま す 。   

本 組 合 の 個 人 情 報 保 護 方 針   
東 川 町 農 業 協 同 組 合 HP  
https://www.ja-higashikawa.or. jp/  


